
 

 

 

留学生支援事業について 

  

留学生支援制度について、今年度より助っ人留学生事業を見直し、留学生がより地域と関わることに重点を置くこと

とした。 

 

１ 取り組み内容 

 (1) 助っ人留学生活動の充実 

    町会・自治会連合会での事業説明や、市内の全町会・自治会への紹介文書配布を行い、町会や自治会で実施さ

れるイベントと助っ人留学生事業を繋げる取り組みを行った。 

 (2) 登録申請フォームの新設 

    助っ人留学生登録について、メールでの申請方法に加え、スマートフォンからの登録申請フォームを新たに作成し、

登録作業の負担低減を図った。 

 (3) 助っ人留学生活動の周知 

    広報 4/15 号にて助っ人留学生事業について周知を行った（その後、日本語学校等から数件問い合わせがあっ

た。）。その他、市内小中学校訪問時に助っ人活動（ゲストティーチャー）について案内を実施。 

 (4) 助っ人留学生への協力感謝状の交付 

    令和７年（2025 年）６月より、参加回数が５回以上など一定の条件を満たす助っ人留学生に対する、協力感謝状

（参加された活動日や活動名を記したもの）を交付した。 

 

2 令和 7年度活動実績 （令和 8年 1月末時点） 

 助っ人活動実施件数…22件（うち町会主催の活動は 8件） 

 助っ人活動延べ参加人数…117名 

 協力感謝状交付人数…2名 

【主な活動内容】 

 ・高尾山観光案内所（4～6月・１１～12月）…延べ 20名参加 

 ・ゲストティーチャー（第一小学校）…6名参加 

 

3 令和 8年度の活動について 

 (1) 現時点で実施予定の助っ人活動について 

    ・高尾山観光案内所での活動…通年募集（夏や冬は募集しない） 

    ・ゲストティーチャー…市内小中学校訪問による交流活動 

    ・町会・自治会でのイベント支援 ＜直近の活動：さくら祭り(めじろ台一丁目町会)＞ 

    ・青少年海外交流事業の支援…台湾華語での挨拶やオンライン交流時の通訳支援 

    ・多文化共生写真展支援…イベントの受付や案内支援 

    ・八王子まつり（高雄市パフォーマンス団）の支援…通訳や高雄市から派遣された学生の支援 

 (2) 謝礼の支払いについて 

     口座振込による支払いを廃止し、桑都ペイによる支払い方法で統一する。 

 

4 その他  

今後も、連携する機関を広げながら、留学生及び地域の双方にとって有益な事業を企画・実施する。 

令和 8年（２０２6年）2月 13日（2月 18日以降公開） 
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